
 - 1 - 

 

運営指導での主な指摘事項に関するＱ＆Ａ  

ー 介護保険 居宅サービス事業所 ー  

※ このＱ＆Ａは、令和７年度までの運営指導での主な指摘事項について、Ｑ＆

Ａ形式で分かりやすく解説・作成したものです。 

※ 指定基準、報酬算定基準等の詳細については、必ず関係省令、告示、通知等

により御確認の上、御利用ください。  

 

１ 各サービス共通（Ｐ３～１１） 

 〇内容、手続の説明及び同意（Ｐ３～５） 

  Ｑ１ 重要事項説明書の作成において注意すべき点は何ですか。  

  Ｑ２ 「通常の事業の実施地域を越える場合の交通費」の記載内容に  

    ついて注意すべき点は何ですか。 

  Ｑ３ 日常生活費の利用者負担について注意すべき点は何ですか。  

  Ｑ４ 「苦情相談窓口」の記載内容について注意すべき点は何ですか。 

 〇個別サービス計画（訪問介護計画等）の作成（Ｐ５～６） 

  Ｑ５ 個別サービス計画の作成について注意すべき点は何ですか。  

     （訪問入浴介護、居宅療養管理指導を除く）  

 〇サービス提供の記録（Ｐ６） 

  Ｑ６ サービス提供の記録について注意すべき点は何ですか。  

 〇医療費控除対象額の記載（Ｐ６～７） 

  Ｑ７ 領収証への「医療費控除対象額」の記載について注意すべき点  

    は何ですか。 

 〇勤務体制の確保等（Ｐ７） 

  Ｑ８ 勤務体制の確保等について注意すべき点は何ですか。 

 〇衛生管理等（Ｐ８） 

  Ｑ９ 衛生管理等について注意すべき点は何ですか。  

 〇秘密保持等（Ｐ８～９） 

  Ｑ10 従業者の秘密保持について注意すべき点は何ですか。 

  Ｑ11 「個人情報使用同意書」の家族同意について注意すべき点は何 

    ですか。 

 〇非常災害対策（Ｐ９～１１） 

  Ｑ12 非常災害に関する計画、消火・避難等の訓練について注意すべ  

    き点は何ですか。（通所介護、短期入所生活介護）  

  Ｑ13 消防用設備の点検について注意すべき点は何ですか。 

     （通所介護、短期入所生活介護） 

 〇変更の届出（Ｐ１１） 

  Ｑ14 各種変更の届出について注意すべき点は何ですか。 

 

２ 訪問介護（Ｐ１１～１５） 

 〇訪問介護員等の員数（Ｐ１１） 
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  Ｑ１ 訪問介護員等の員数について注意すべき点は何ですか。  

 〇２人の訪問介護員による訪問介護（Ｐ１１） 

  Ｑ２ ２人の訪問介護員による訪問介護について注意すべき点は何で  

    すか。 

 〇初回加算（Ｐ１１～１２） 

  Ｑ３ 初回加算について注意すべき点は何ですか。  

 〇通院等乗降介助（Ｐ１２～１３） 

  Ｑ４ 通院等乗降介助の算定について注意すべき点は何ですか。  

 〇サービスの提供の間隔が２時間以上空いていない場合（Ｐ１３） 

  Ｑ５ サービスの提供の間隔が２時間以上空いていない場合の所要時  

    間の合算について注意すべき点は何ですか。 

 〇緊急時訪問介護加算（Ｐ１３～１４） 

  Ｑ６ 緊急時訪問介護加算の算定について注意すべき点は何ですか。  

 〇特定事業所加算（Ｐ１４～１５） 

  Ｑ７ 特定事業所加算の算定について注意すべき点は何ですか。  

 

３ 通所介護（Ｐ１５～２０） 

 〇定員の遵守（Ｐ１５～１６） 

  Ｑ１ 定員超過について注意すべき点は何ですか。  

 〇自費利用者の定員管理（Ｐ１６） 

  Ｑ２ いわゆる「上乗せサービス」の利用者は、定員に含めるのか。  

 〇生活相談員（Ｐ１６） 

  Ｑ３ 生活相談員について注意すべき点は何ですか。  

 〇看護職員（Ｐ１６～１７） 

  Ｑ４ 看護職員について注意すべき点は何ですか。  

 〇兼務の従業者の勤務表（Ｐ１７） 

  Ｑ５ 複数の職種を兼務する場合の勤務表について注意すべき点は何  

    ですか。 

 〇事業所の屋外でのサービス提供（Ｐ１７～１８） 

  Ｑ６ 事業所の屋外でのサービス提供について注意すべき点は何です  

      か。 

 〇個別機能訓練加算（Ⅰ）イ・ロ（Ｐ１８～１９） 

  Ｑ７ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ・ロの目標設定及び居宅訪問につい  

    て注意すべき点は何ですか。 

 〇口腔機能向上加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ｐ１９） 

  Ｑ８ 口腔機能向上加算（Ⅰ）（Ⅱ）について注意すべき点は何です

か。 

 〇事業所規模による区分の確認（Ｐ１９～２０） 

  Ｑ９ 「前年度の（１月当たりの）平均利用延人員数」の計算につい  

    て注意すべき点は何ですか。 

 

令和８年４月 
埼玉県福祉部福祉監査課 

（介護事業担当） 
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 １  各サービス共通                          

○内容、手続の説明及び同意 

Ｑ１ 重要事項説明書の作成において注意すべき点は何ですか。 

 

 あらかじめ利用申込者又はその家族に、運営規程の概要、従業者

の勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、その他の利用

申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文

書（重要事項説明書）を交付して説明を行い、サービスの提供の開

始について利用申込者の同意を必ず得てください。 

 なお、利用申込者又はその家族からの申出があった場合は、文書

の交付に代えて、電磁的方法により提供することができます。 

 重要事項説明書の作成及び交付について、特に注意していただき

たい点は、以下のとおりです。 

① 内容を常に更新し、利用者には最新の重要事項説明書を交付す

ること。 

② 利用料金については、地域区分別１単位の単価の誤りや利用者

負担額の端数処理の誤りなどが見受けられますので、正しい金額

を記載するとともに、1 割負担、２割負担、３割負担の額を記載

すること。 

③ 営業日や休業日、営業時間、通常の事業の実施地域、サービス

提供時間、通常の事業の実施地域を越える場合の交通費、日常生

活費の内容・金額などについて、運営規程の内容と整合させるこ

と。 

  なお、訪問介護、通所介護及び（介護予防）短期入所生活介護の重

要事項説明書には、提供するサービスについての「第三者評価の実施

状況」の記載が必要となっていますので、漏れのないように記載して

ください。 

 

Ｑ２ 「通常の事業の実施地域を越える場合の交通費」の記載内容につ

いて注意すべき点は何ですか。 

 

 利用者に通常の事業の実施地域を越える場合の交通費（移動に要

する実費）について負担を求める場合は、その内容及び金額を「運

営規程」、「重要事項説明書」及び「重要事項の掲示」に記載して

ください。 

 起算点は、「事業所から」ではなく、「通常の事業の実施地域を

越えた地点から」としてください。 

 なお、通常の事業の実施地域を越えてサービスを実施する場合は、

利用者に駐車料金の負担を求めることができますが、通常の事業の

実施地域内でサービスを実施する場合は、利用者に駐車料金の負担

Ａ１ 

Ａ２ 
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を求めることはできませんので、注意してください。 

また、中山間地域等居住者加算を算定する利用者については、当

該交通費の支払いを受けることはできませんので、注意してくださ

い。 

 

Ｑ３ 日常生活費の利用者負担について注意すべき点は何ですか。 

 

 通所介護や通所リハビリテーション、短期入所生活介護の事業所

では、次のような日常生活費について『その他の日常生活費』とし

て利用者に負担を求める場合があります。 

○日用品費：身の回り品として日常生活に最低限必要と考えられる

物品（歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等）に

係る費用 

○教養娯楽に係る費用 

          ：サービス提供の一環として実施するクラブ活動や行事

における材料費等 

 

 『その他の日常生活費』は、利用者又はその家族等の自由な選択

に基づき、事業者が通所介護等の提供の一環として提供する日常生

活上の便宜に係る経費のことを言います。 

 

 『その他の日常生活費』について、特に注意していただきたい点

は、以下のとおりです。 

① 負担を求める日常生活費の内容（便宜）が、保険給付で対象と

するサービスと重複しないこと。 

② 保険給付の対象サービスと明確に区分されないあいまいな名目  

による費用（お世話料、管理協力費、共益費等）の徴収は認めら

れないこと。 

③ 対象となる内容（便宜）は、利用者又はその家族の自由な選択

に基づいて行われるもので、利用者、家族には事前に説明し、同

意を得なければならないこと。よって、すべての利用者に対して

一律に提供し、すべての利用者からその費用を画一的に徴収する

ことは認められないこと。 

④ 短期入所生活介護の利用者のおむつに係る費用は、保険給付の  

対象とされていることから、おむつ代、パッド代、おむつカバー

代及びこれらに係る洗濯代等おむつに係る費用は一切徴収でき

ないこと。 

 

なお、事業者により行われる便宜の供与であっても、サービスの

提供と関係のないもの（利用者等の嗜好品の購入等）については、

Ａ３ 
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その費用は『その他の日常生活費』とは区別されるべきものですの

で、注意してください。 

『利用者用の居室等における Wi-fi 等の通信設備の利用料』はサ

ービスの提供とは関係のない費用に該当します。 

 

※参考 「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」 

（平成１２年３月３０日老企第５４号） 

    「「その他の日常生活費」に係るＱ＆Ａについて」 

（平成１２年３月３１日） 

 

Ｑ４ 「苦情相談窓口」の記載内容について注意すべき点は何ですか。 

 

 重要事項説明書及び重要事項の掲示の苦情相談窓口の連絡先に

は、下記のすべてを記載してください。 

① 事業所の担当者名・電話番号・対応時間 

② 通常の事業の実施地域すべての保険者（さいたま市は区ごと）

の担当課名・電話番号 

③ 埼玉県国民健康保険団体連合会の苦情相談専用の電話番号 

 （０４８－８２４－２５６８） 

 また、通常の事業の実施地域に他都県が含まれる場合は、それぞ

れの都県の国民健康保険団体連合会苦情相談担当の連絡先も記載し

てください。 

 なお、通常の事業の実施地域外の利用者の場合は、重要事項説明

書に当該利用者の保険者の担当課名・電話番号を追記して、利用者

に説明してください。 

 

（苦情の対応について） 

 利用者又はその家族から苦情を受け付けた場合には、迅速かつ適

切に対応いただき、その内容等は記録し、保存してください。対応

記録の参考様式は「さいたま介護ねっと」に掲載しています。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/shinsei-tetsuduki/shite

i-shinsei.html#tebiki 

 事業所では、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報

であるとの認識に立ち、苦情内容を踏まえ、サービスの質の向上に

向けた取組を行ってください。 

 

○個別サービス計画（訪問介護計画等）の作成 

Ｑ５ 個別サービス計画の作成について注意すべき点は何ですか。 

   （訪問入浴介護、居宅療養管理指導を除く） 

 

Ａ４ 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/shinsei-tetsuduki/shitei-shinsei.html#tebiki
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/shinsei-tetsuduki/shitei-shinsei.html#tebiki
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 利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、目標及びその

目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した個別

サービス計画を作成してください。 

 作成後は、個別サービス計画の内容を利用者又はその家族に説明

し、利用者の同意を得て、個別サービス計画を利用者に交付してく

ださい。 

また、既に居宅サービス計画が作成されている場合、個別サービ

ス計画は居宅サービス計画に沿って作成してください。居宅サービ

ス計画と個別サービス計画の内容が一致しない事例が見受けられ

ますので、注意してください。 

 

○サービス提供の記録 

Ｑ６ サービス提供の記録について注意すべき点は何ですか。 

 

 サービスの提供日、具体的なサービス内容、利用者の心身の状況

等をサービス提供記録や業務日誌等に記録し、利用者から申出があ

れば、利用者にその情報を提供してください。特に、利用者の心身

の状況については記載漏れの事例が見受けられますので、注意して

ください。 

 また、同一日に複数回のサービスを提供した際にはサービス提供

記録を分けて、その都度サービス提供内容が明確になるよう記録し

てください。  

このほか、各種加算を算定する場合にも、記録の整備が要件とな

っているものが少なくありませんので、注意してください。  

 

○医療費控除対象額の記載 

Ｑ７ 領収証への「医療費控除対象額」の記載について注意すべき点は 

  何ですか。 

 

 医療費控除の対象は、利用者全員ではなく、次の①又は②の居宅

サービス、介護予防サービスを利用する方のみがその対象となりま

す。 

① 医療系サービス（訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療

養管理指導・通所リハビリテーション・短期入所療養介護）  

② 上記①の医療系サービスと併せて訪問介護（生活援助中心型を

除く）・訪問入浴介護・通所介護・短期入所生活介護を利用する

場合 

※ ①、②とも介護予防サービスを含む。 

  上記のうち②の利用者に交付する領収証には、「医療費控除対象

額」と「居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成した事

Ａ５ 

Ａ６ 

Ａ７ 
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業者名」を記載してください。医療費控除対象額は、原則として、

介護保険対象分の利用者の自己負担額となります。 

  利用者が医療費控除を受ける場合に、この領収証から医療費控除

の明細書を作成し確定申告書に添付することになりますので、該当

者には漏れのないように記載してください。 

  なお、対象とならない利用者の領収書には「医療費控除対象額」

は記載しないでください。 

 

※参考 「介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除等の取

扱いについて」（平成２８年１０月３日厚生労働省老健局振興課事務連

絡） 

 

○勤務体制の確保等 

 Ｑ８ 勤務体制の確保等について注意すべき点は何ですか。 

 

 事業所ごとに従業者の勤務体制を定め、雇用契約、労働者派遣法

に規定する労働者派遣契約（注 1）その他の契約により、当該事業

所の管理者の指揮命令下にある従業者にサービスの提供をさせて

ください。 

 雇用契約の締結に際しては、常勤職員、非常勤職員ともに、労働

基準法に基づき、賃金、労働時間等の労働条件を書面の交付（注 2）

により、明示することが必要です。 

 注 1）訪問看護事業所の看護師等、訪問リハビリテーション事業所の理

学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、労働者派遣法に

規定する派遣労働者（紹介予定派遣に係る者を除く。）であっては

ならないとされています。 

 注 2）労働条件の明示方法について、労働者が希望した場合は、ＦＡＸ

での送信や電子メール等の送信により明示することができるように

なっています。 

 

（適正な勤務実績表の作成について） 

 このほか、原則として月ごとの勤務実績表を作成し、従業者の

日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従職員の配置、兼務関係な

どを明確にしてください。特に、兼務している場合などは、それぞ

れの職種ごとの勤務状況を分けて記載してください。 

 また、訪問介護などで、訪問介護員等が事業所と利用者宅の間を

移動する時間、利用者宅から次の利用者宅を移動する時間につい

て、使用者の指揮監督下にある場合には、その移動時間は労働時間

に含まれますので、注意してください。 

 

Ａ８ 
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○衛生管理等 

Ｑ９ 衛生管理等について注意すべき点は何ですか。 

 

 令和３年度から、感染症の予防及びまん延の防止のため、事業者

は以下の措置を講じることが義務付けられました。 

なお、措置を講じるにあたっては、他のサービス事業者との連携

等により実施しても差し支えありません。 

 

① 『感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員

会』をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果につ

いて、従業者に周知徹底を図ること。 

  なお、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・

運営することとしても差し支えありません。 

② 『感染症の予防及びまん延の防止のための指針』を整備するこ

と。 

なお、指針では平常時の対策及び発生時の対応を規定する必要

があります。 

③ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期

的（年１回以上）に実施すること。 

なお、研修においては、感染対策の基礎的内容等の適切な知識

を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づいた

衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行います。 

また、訓練においては、感染症発生時において迅速に行動でき

るよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業

所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習など

を実施します。 

  

（従業員の健康管理について） 

特定事業所加算（訪問介護）、サービス提供体制強化加算（訪問

看護、訪問入浴介護）を算定する事業所では、すべての訪問介護員

等、看護師等又は訪問入浴介護従業者に対して、少なくとも１年以

内ごとに１回、事業者の負担で健康診断の実施が必要となります。 

なお、事業者が実施する健康診断を従業者本人の都合で受診せ

ず、他の医師による健康診断を受診し、その健康診断結果が提出さ

れたときは、健康診断の項目を省略できるほか、費用については本

人負担としても差し支えないとされています。 

 

○秘密保持等 

Ｑ10 従業者の秘密保持について注意すべき点は何ですか。 

 

Ａ９ 
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 従業者が利用者又はその家族の秘密を漏らさないことについて

は、就業規則の中で規定したり、雇用契約や労働条件通知書の中に

盛り込んだり、別途、誓約書等を徴することになりますが、誓約書

を徴している事業所が多い状況です。 

 誓約書について、特に注意していただきたい点は、次のとおりで

す。 

① 秘密保持の対象が、「利用者又はその家族の個人情報」である       

 ことが明確になっていること。 

② 在職中だけでなく、退職後においても、秘密保持する旨が明記  

 されていること。 

③ 常勤職員だけでなく、非常勤職員やパート職員からも誓約書を  

 徴すること。 

 

Ｑ11 「個人情報使用同意書」の家族同意について注意すべき点は何 

  ですか。 

 

 利用者家族の個人情報を使用する場合には、利用者本人からの個

人情報使用の同意とは別に、当該家族から個人情報使用の同意を取

得する必要があります。 

散見される事例としては、利用者本人の個人情報使用の同意を取

得したことを以て、家族の個人情報使用の同意を取得したと考え、

当該家族から個人情報使用の同意を取得しないケース。また、利用

者と家族が別居していることから、当該家族の個人情報使用の同意

を取得しないというケースがあります。 

どちらの場合も、利用者本人とは別に、利用者家族から個人情報

使用の同意を取得する必要がありますので、注意してください。  

 

○非常災害対策 

Ｑ12 非常災害に関する計画、消火・避難等の訓練について注意すべき 

  点は何ですか。（通所介護、短期入所生活介護） 

 

  非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及

び連携体制の整備、定期的な避難、救出その他必要な訓練の実施等

の対策に万全を期してください。 

  消防法の規定で、防火管理者の選任が義務付けられた次の事業所

では、消防計画の作成と消防署への届出、消火、通報及び避難の訓

練の実施（消火・避難訓練は年２回以上実施）が義務付けられてい

ます。 

  また、宿泊サービスを提供する通所介護事業所では、「埼玉県に

おける指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人

Ａ11 

Ａ10

００ 

Ａ12 
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員、設備及び運営に関する指針」に基づき、定期的に夜間を想定し

た避難、救出その他必要な訓練を行うことも必要になります。 

 区分 防火管理者の選任が必要な基準 

短期入所生活介護事業所 

収容人員（従業者の数と利用者の

数とを合算した数）が１０人以上 

通所介護事業所のうち、宿泊サービス

を提供し、その利用者の半数以上が要

介護３以上である事業所 

一般的な通所介護事業所 
収容人員（従業者の数と利用者の

数とを合算した数）が３０人以上 

    

  これに該当しない事業所でも、防火管理の責任者を定め、消防計

画に準ずる計画を作成してください。また、定期的に、年１回以上

は、消火・避難訓練を実施してください。 

  また、避難、救出その他必要な訓練の実施に当たっては、地域住

民の参加が得られるよう連携に努めることが規定されていますの

で、留意してください。 

  このほか、事業所が浸水想定区域・土砂災害警戒区域内にあり、

利用者の洪水・土砂災害時の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要

がある要配慮者利用施設として市町村地域防災計画に記載されて

いる場合は、避難確保計画を作成し市町村長に報告するとともに、

当該計画に基づく避難訓練を実施し市町村長に報告してください。

（水防法・土砂災害防止法） 

 

Ｑ13 消防用設備の点検について注意すべき点は何ですか。 

  （通所介護、短期入所生活介護） 

 

  消防法の規定によって、消火器、避難誘導灯、自動火災報知設備、

火災通報装置、スプリンクラー設備等の設置が義務付けられている

事業所においては、６か月に１回の機器点検と１年に１回の総合点

検を行い、消防署には１年に１回点検結果を報告することになって

います。 

  また、専門業者等の点検後、不良箇所の指摘を受けた場合は速や

かに改修する必要があります。運営指導の中で、この不良箇所の未

改修（改修の遅れを含む）を指摘することもありますので、留意し

てください。 

 

 （宿泊サービスを提供している通所介護事業所について） 

  通所介護事業所のうち、宿泊サービスを提供し、その利用者の半

数以上が要介護３以上である事業所の場合、設置が必要な消防用設

備は通常の通所介護事業所とは異なりますので、必ず所管の消防署

Ａ13 
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の指示に従い、必要な措置を講じてください。 

 

○変更の届出 

Ｑ14 各種変更の届出について注意すべき点は何ですか。 

 

  管理者、サービス提供責任者、運営規程等に変更が生じた場合は、

提出期限までに、所管の県福祉事務所又は県高齢者福祉課に変更届

の提出が必要です。 

  なお、業務管理体制にかかる運営法人の法令遵守責任者に変更が

あった場合にも変更届の提出が必要になります。 

 

 ２  訪問介護                            

○訪問介護員等の員数 

Ｑ１ 訪問介護員等の員数について注意すべき点は何ですか。 

 

 訪問介護員等が常勤換算方法で２．５人以上配置されていること

が確認できない事例がありました。この配置基準については、最小

限の員数として定められたものです。人員配置基準を満たすよう措

置を講じてください。 

 

○２人の訪問介護員による訪問介護 

Ｑ２ ２人の訪問介護員による訪問介護について注意すべき点は何です 

  か。 

 

 ２人の訪問介護員による訪問介護を提供する場合は、利用者又は

その家族等の同意を得て、その理由（必要性）を居宅サービス計画

又は訪問介護計画等に明確に記録してください。 

 

○初回加算 

Ｑ３ 初回加算について注意すべき点は何ですか。 

 

 

 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、次の場合に１月

につき２００単位を加算します。ただし、利用者が過去２か月間（月

の初日から月の末日までの歴月で２か月間）、当該事業所から訪問

介護の提供を受けていない場合に限ります。 

 

① サービス提供責任者が初回若しくは初回の訪問介護を行った日

の属する月に訪問介護を行った場合。 

② 訪問介護員が初回若しくは初回の訪問介護を行った日の属する

Ａ２ 

Ａ３ 

Ａ１ 

Ａ14 
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月に訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合。 

 この際はサービス提供記録等に、サービス提供責任者が訪問介護

に同行した旨を記録に残してください。 

 なお、訪問介護計画を作成するにあたって、利用者の同意の取得

が漏れている事例が見受けられます。訪問介護計画の作成には利用

者の同意の取得が必要ですので、同意を取得していない場合には、

加算を算定できませんので、注意してください。 

 

○通院等乗降介助 

Ｑ４ 通院等乗降介助の算定について注意すべき点は何ですか。 

 

 通院等乗降介助は、利用者に対して、通院等のため、訪問介護員

が、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」を行うととも

に、併せて、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介

助」又は「通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介

助」を行った場合に算定できます。 

 通院等乗降介助は、上記を一連のサービス行為として含むもので

あり、それぞれの行為によって細かく区分し、「通院等乗降介助」

又は「身体介護中心型」としての算定はできません。 

 「身体介護中心型」として算定できるのは、要介護４又は要介護

５の利用者に対して、通院等の乗車・降車の介助を行うことの前後

に連続して相当の所要時間（２０分～３０分程度以上）を要し、か

つ手間のかかる身体介護を行う場合及び要介護１～５で居宅におけ

る外出に直接関連しない身体介護（例、入浴介助・食事介護など）

に３０分～１時間程度以上要しかつ当該身体介護が中心である場合

です。（算定の基礎となる所要時間は、運転時間を除いた時間とな

ります。）この場合には、「通院等乗降介助」を併せて算定するこ

とはできません。 

 また、サービスの提供の記録には、提供開始時間と終了時間と併

せて利用者の心身の状況を記載してください。 

 通院等乗降介助の算定に当たっては、あらかじめ居宅サービス計

画に位置付けられている必要があります。その際、次のことが明確

に記載されているかを確認してください。 

① 通院等に必要であることその他車両への乗降が必要な理由 

② 乗降時の介助を要すると判断した旨 

③ 総合的な援助の一環として他の援助と均衡していること 

 

（移送行為の許可等について） 

 移送行為については、訪問介護員が利用者を乗せて移送すること

になりますので、道路運送法の①タクシー事業許可、又は②有償運

Ａ４ 
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送登録（特定非営利活動法人、社会福祉法人等）が必要です。 

 また、①の事業許可を受けた事業所で、当該事業所の訪問介護員

が有償運送許可を受けた場合には、自己車両を使用して移送ができ

ます。 

 居宅から病院までの移送に要する費用は、介護保険の対象外で、

別途利用者が運賃を負担することになります。 

 

○サービスの提供の間隔が２時間以上空いていない場合  

Ｑ５ サービスの提供の間隔が２時間以上空いていない場合の所要時間  

  の合算について注意すべき点は何ですか。 

 

 サービスの提供の間隔が概ね２時間未満の場合には、それぞれの

所要時間を合算して算定してください。（緊急時訪問介護加算を算

定する場合を除きます。） 

 なお、頻回の訪問を行うことができる指定訪問介護事業所につい

ては、２０分未満の身体介護に限り、前後の訪問介護との間隔が概

ね２時間未満であっても、所要時間を合算せず、それぞれのサービ

スの所要時間に応じた単位数が算定されます。 

 

○緊急時訪問介護加算 

 Ｑ６ 緊急時訪問介護加算の算定について注意すべき点は何ですか。 

 

 居宅サービス計画に位置付けられていない訪問介護（身体介護が

中心のものに限る。）を、利用者又はその家族等から要請を受けて

２４時間以内に行った場合に、１００単位を加算します。 

  

当該加算を算定できるのは以下の場合です。 

①サービス提供責任者が、事前に指定居宅介護支援事業所の介護支  

 援専門員と連携を図り、当該介護支援専門員が、要請された日時  

 又は時間帯に身体介護中心型の訪問介護を提供する必要がある  

 と判断した場合 

②やむを得ない事由により、介護支援専門員と事前の連携が図れな  

 い場合に、緊急に身体介護中心型の訪問介護が行われた場合で、  

 事後に介護支援専門員によって、当該訪問が必要であったと判断  

 された場合 

 

 当該加算の対象となる訪問介護の提供を行った場合は、要請のあ

った時間、要請の内容、当該訪問介護の提供時間及び当該加算の算

定対象である旨等を記録してください。 

 なお、訪問時に利用者の状態が急変した際の対応については、加

Ａ５ 

Ａ６ 
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算の対象となりません。 

 また、当該加算の対象となる訪問介護の所要時間が２０分未満で

あっても、２０分未満の身体介護中心型の所定単位数の算定と当該

加算の算定は可能です。 

 

○特定事業所加算 

 Ｑ７ 特定事業所加算の算定について注意すべき点は何ですか。 

 

  特定事業所加算の算定に当たっては、以下に掲げる基準に従っ

て、訪問介護が行われていなければなりません。 

    

① 全ての訪問介護員等及びサービス提供責任者に対し、訪問介護

員等ごと及びサービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該

計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。 

  なお、上記の『訪問介護員等ごと及びサービス提供責任者ごと

に研修計画を作成』については、サービス従業者の資質向上のた

めの研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保

を定めるとともに、訪問介護員等及びサービス提供責任者につい

て個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定め

た計画を策定しなければなりません。 

 

② 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事

項の伝達又は訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期

的に開催すること。 

  なお、『利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たって

の留意事項の伝達又は訪問介護員等の技術指導を目的とした会

議』については、サービス提供責任者が主催し、登録ヘルパーも

含めて、サービス提供に当たる訪問介護員等の全てが参加するも

のでなければなりません。 

  また、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要は

なく、サービス提供責任者ごとにいくつかのグループに分かれて

開催することで差し支えありません。 

 

③ 訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、担当す

る訪問介護員等に対し、利用者に関する情報やサービス提供に当

たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開

始するとともに、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等か

ら適宜報告を受けること。 

  なお、『利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意

事項』については、少なくとも、以下に掲げる事項について、そ

Ａ７ 
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の変化の動向を含め、記載しなければなりません。その際、『前

回のサービス提供時の状況』を除く事項については、変更があっ

た場合に記載することで足りるものとされています。 

  ・利用者のＡＤＬや意欲 

  ・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

  ・家族を含む環境 

  ・前回のサービス提供時の状況 

  ・その他サービス提供に当たって必要な事項 

 

④ 全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施するこ

と。 

  なお、『健康診断等』については、労働安全衛生法により定期

に実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当

しない訪問介護員等も含めて、少なくとも１年以内ごとに１回、

事業主の費用負担により実施しなければなりません。 

  

⑤ 緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。  

  なお、『明示』については、緊急時の対応方針、緊急時の連絡

先及び対応可能時間等を記載した文書を利用者に交付し、説明を

行わなければいけません。その際、交付すべき文書については、

重要事項説明書等に当該内容を明記することをもって足りるも

のとされています。 

 

  なお、上記以外にも、算定する特定事業所加算の種類により、看

取り期の利用者への対応体制、中山間地域等に居住するサービス提

供体制、人材要件、重度要介護者等対応要件などの算定要件があり

ますので、注意してください。 

 

 ３  通所介護                            

○定員の遵守 

Ｑ１ 定員超過について注意すべき点は何ですか。 

 

 災害、虐待の受入れ等のやむを得ない事情がある場合を除き、 

運営規程に定めている利用定員を超えてサービスの提供を行うこと

はできません。 

 また、定員超過利用の減算については、月平均の利用者の数（当

該月におけるサービス提供日ごとの同時にサービスの提供を受けた

者の最大数の合計を、当該月のサービス提供日数で除して得た数）

が、運営規程に定められている利用定員を超えた場合に、その翌月

から定員超過利用が解消されるに至った月まで、利用者の全員につ

Ａ１ 
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いて、所定単位数の７０％を算定する取扱いとなっています。 

    なお、定員超過利用減算は、適正なサービスの提供を確保するた

めの規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう努めてくださ

い。 

 

○自費利用者の定員管理 

Ｑ２ いわゆる「上乗せサービス」の利用者は、定員に含めるのか。 

 

 要介護者が支給限度額を超えて通所介護を利用する場合（いわゆ

る「上乗せサービス」を利用する場合）は、全額自己負担によって

利用することが可能です。 

 この場合、通所介護事業所においては、サービス提供日ごとに、

介護保険の給付対象となるサービス利用者と自費負担による上乗

せサービス利用者の合計数が運営規程に定められている利用定員

を超えないようにしてください。 

    なお、上乗せサービス利用者に対してサービスを提供した場合は、 

業務日誌に利用者名やサービス提供の場所、サービス提供内容等を  

記録してください。 

    もし、合計数が利用定員を超える場合は、上乗せサービス利用者  

に対しては、介護保険給付の対象となる利用者とは完全に分けた上 

   で別のサービスとして提供してください。 

 

○生活相談員 

 

 

    生活相談員については、サービス提供日ごとに、サービスを提供

している時間帯に生活相談員 (専ら当該指定通所介護の提供に当た

る者に限る)が勤務している時間数の合計数を、サービスを提供して

いる時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要

と認められる数を配置しなければなりません。 

    この生活相談員の配置については、生活相談員として配置されて

いる時間に利用者の送迎を行ってしまい、配置時間を満たさなくな

ってしまうという事例が見受けられます。 

    利用者の送迎は生活相談員としての配置時間に含めることはでき

ませんので、注意してください。 

 

○看護職員 

Ｑ４ 看護職員について注意すべき点は何ですか。 

 

 看護職員については、サービス提供日ごと、単位ごとに１人以上

Ａ２ 

Ａ４ 

Ｑ３ 生活相談員について注意すべき点は何ですか。  

Ａ３ 
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配置しなければなりません。 

 なお、看護職員は、サービス提供時間帯を通じて配置する必要は

ありませんが、サービス提供日ごと、単位ごとに利用者の健康状態

の確認を行うほか、サービス提供時間帯を通じて、事業所へ駆けつ

けることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保す

る必要があります。 

 また、以下のとおり月平均の看護職員の数が配置基準を満たして

いない場合には、人員基準欠如減算が適用され、利用者の全員につ

いて、所定単位数の７０％を算定する取扱いとなっています。 

 

①人員欠如の割合が１割を超える場合 

 翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで減算 

 

                        ＜0.9 

  
 
②人員欠如の割合が１割以下である場合 

 翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで減算（翌月

末日に人員基準を満たすに至っている場合を除く）。   

 

   0.9≦                        ＜1.0 

 

 

○兼務の従業者の勤務表 

Ｑ５ 複数の職種を兼務する場合の勤務表について注意すべき点は何で

すか。 

 

 毎月作成する従業者の勤務表については、管理者のほか各職種の

配置・勤務時間、常勤・非常勤の別、兼務関係等を明確にすること

とされています。   

 機能訓練指導員と看護職員を兼務する場合などは、それぞれ職種

ごとの勤務時間を明確に分けて（記載の行を分けて）勤務表を作成

してください。 

 

○事業所の屋外でのサービス提供 

Ｑ６ 事業所の屋外でのサービス提供について注意すべき点は何です 

    か。 

 

 通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則ですが、

事業所の屋外でサービスを提供する場合は、次に掲げる条件を満た

Ａ５ 

Ａ６ 

 当該月のサービス提供日に配置された看護職員の延べ人数 

       サービス提供日数  

 

 当該月のサービス提供日に配置された看護職員の延べ人数 

       サービス提供日数  
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してください。 

   ・あらかじめ通所介護計画に位置付けること 

   ・効果的な機能訓練等のサービスが提供できること 

 

○個別機能訓練加算（Ⅰ）イ・ロ 

Ｑ７ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ・ロの目標設定及び居宅訪問について  

    注意すべき点は何ですか。 

 

 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ・ロに係る個別機能訓練目標の設定、

訓練実施後の居宅訪問については、次の点に留意してください。  

①個別機能訓練目標の設定 

 個別機能訓練計画の訓練目標の設定に当たっては、機能訓練指導

員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況（起居動

作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）を確認した上で、利用者の意欲の

向上につながるよう長期目標・短期目標を設定すること。 

 ＜長期目標の設定＞ 

  利用者が居宅において可能な限り自立して暮らし続けることが

できるよう、単に座る・立つ・歩くといった身体機能の向上を目

指すことのみを目標とするのではなく、居宅における生活行為

（トイレに行く、自宅の風呂に一人で入る、料理を作る、掃除・

洗濯をする等）や地域における社会的関係の維持に関する行為

（商店街に買い物に行く、囲碁教室に行く、孫とメッセージの交

換をする、インターネットで手続をする等）等、具体的な生活上

の行為の達成を含めた目標とすること。 

 ＜短期目標の設定＞ 

  長期目標を設定した後は、目標を達成するために必要な行為ご

とに細分化し、短期目標として整理する。 

 （例）長期目標が「スーパーマーケットに食材を買いに行く」の場合

必要な行為 

・買いたい物を書き記したリストを作る 

・買い物量を想定し、マイバッグを用意する 

・スーパーマーケットまでの道順を確認する 

・スーパーマーケットまで歩いて行く 

・スーパーマーケットの入り口で買い物かごを持つ 

・スーパーマーケットの中でリストにある食材を見つける 

・食材を買い物かごに入れる 

・レジで支払いをする 

・買った品物を袋に入れる 

・買った品物を入れた袋を持って、自宅まで歩いて帰る 

 

②個別機能訓練実施後の対応 

Ａ７ 
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 個別機能訓練を開始した後は、訓練の効果（ＡＤＬ、ＩＡＤＬの

改善状況）等の評価を行うほか、３か月ごとに１回以上、利用者の

居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、Ｉ

ＡＤＬ等の状況）の確認を行い、利用者又は家族に訓練の実施状況

や訓練の効果等を説明し、記録すること。 

 

※ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ・ロで定められている機能訓練指導

員の配置基準は以下のとおりです。 

（Ⅰ）イ 
 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１

名以上配置 

（Ⅰ）ロ 

 上記の理学療法士等の配置に加えて、専ら機能訓練指導員

の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置 

（合計で２名以上の理学療法士等を配置している時間帯に

おいて、個別機能訓練を実施した利用者に対してのみ、加算

（Ⅰ）ロを算定することが可能） 

 

○口腔機能向上加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

 

 

    口腔機能向上加算について、算定できる利用者の要件は以下のと

おりです。 

    

   ① 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の３項目のいず

れかの項目において「１」以外に該当する者。 

   ② 基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)、(14)、(15)の

３項目のうち、２項目以上が「１」に該当する者。 

   ③ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者。  

 

   上記の項目に該当することを確認しないまま算定している事例が見

受けられますので、注意してください。 

 

○事業所規模による区分の確認 

Ｑ９ 「前年度の（１月当たりの）平均利用延人員数」の計算について

注意すべき点は何ですか。 

 

 毎年度３月３１日時点において、事業を実施している事業者であ

って、４月以降も引き続き事業を実施する場合は、前年度実績（３

月を除く）を元に、「利用延人員数計算シート」（上記の平均利用

延人員数を算定するための計算書）を作成し、翌年度の通所介護費

の事業所規模区分を確認してください。 

 確認の結果、区分に変更がある場合は、３月１５日までに体制等

Ａ９ 

Ｑ８ 口腔機能向上加算（Ⅰ）（Ⅱ）について注意すべき点は何ですか。 

Ａ８

８ 
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に関する届出書を管轄の県福祉事務所（蕨市、戸田市内の事業所は

県高齢者福祉課）に提出してください。 

 なお、届出の要否にかかわらず、作成した計算シートは２年間保

存してください。 


